
⃝補助対象者（敬老交流会等主催者）
　自治会、老人クラブ、婦人会、その他の住民組織
　※�老人クラブや婦人会等で実施する場合は、会員のみ

ならず地区内に広く呼びかけること
⃝対象者
　４月１日時点で満70歳以上の三種町民
　※施設入所者を除く
⃝補助対象事業
　次の事業を実施する団体に補助します。
　※�ただし、補助をうけられる対象者は、それぞれの事

業につき１人年１回まで
　①敬老交流会
　　対象者の長寿を祝う行事
　②敬老祝品配付
　　�対象者へ敬老祝品（金券類は除く）を配付する事業

⃝補助金の上限額
事　業　名 補　助　金　額

敬老交流会

基本額 対象となる参加者数×2,000円

加算額

対象となる参加者数に応じて基本額に加算
10人未満� 10,000円
10人以上20人未満� 20,000円
20人以上30人未満� 30,000円
30人以上40人未満� 40,000円
40人以上� 50,000円

敬 老 祝 品 配 付 敬老祝品を配付する対象者数×500円

⃝申請方法
　申請書等に必要事項を記入し、福祉課または各支所で
申請してください、なお、申請書等は窓口に備え付けて
いるほか、町ホームページからも取得できます。

◆申請・問い合わせ先　福祉課　地域福祉係　☎85－2190

⃝対象団体
　①自治会または自治会を基にした団体
　②�町内在住の５人以上の構成員を有し、条件に該当す

る任意団体（消防団や集落営農組織、NPO法人など）
⃝申請期間　７月１日～９月30日
⃝活動期間　申請日～令和５年３月31日
⃝助成金
⑴基本額
活動内容 基　本 世帯加算額

A 10,000円 世帯数×250円
B 12,000円×自治会数 世帯数×250円

⑵目的別加算額
自主防災組織設立・活動
《用途》防災用品の購入等

初年度単価��世帯数×1,000円
以降５年ごと��世帯数× 500円

除排雪の実施
《用途》除排雪用品の購入等 世帯数×1,000円

⃝対象となる活動
　次のＡまたはＢに該当し、活動要件をすべて満たす活
動であること。（すでに町の補助金等を活用し、実施さ
れているものは対象外）
🅐地域の課題解決のため継続的に行われる活動
🅑�地域の課題解決のため他の自治会等と連携する
など広域的、継続的に行われる活動

◆申請・問い合わせ先　企画政策課　企画係　☎85－4817

住民共助による地域づくり活動　実施団体募集‼
　住み慣れた地域で生活を続けていくための生活課題について、住民の方がたが自ら検討し、住民同士でと
もに助け合いながら課題解決のために実施する活動を町が助成します。

　これまで町主催の敬老式を実施してきましたが、参加率の低下や新型コロナウイ
ルス感染症の影響等を踏まえて、新しい形に見直すことになりました。
　今後は、対象となる方がより参加しやすくなるよう、自治会等が地域の実情に合
わせて実施する敬老交流会などに補助金を交付する「おらほの敬老交流会等補助金
制度」となります。

おらほの敬老交流会等補助金ＮＥＷ

活 動 要 件
・�日常生活に関連した地域の課題解決を目的とし、
多くの住民の安定した生活につながること

・�通年で活動する内容であること。単発的なイベン
ト等は、通年で行われる他の活動と組み合わせる
ことで可

・�受益者負担や自主財源等の確保により、資金面で
継続的な活動であること

広報 みたね
mitane town
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